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　徳島県では，「介護人材の確保」，「シニアの生きがいづくり」を目的に，介護現場におい
て仕事の切り分けを進め，働く意欲のあるシニアの皆様に「介護周辺業務」を担っていただ
く仕組み，「徳島県版『介護助手』制度」を 2017 年度に創設し，モデル事業を展開しました。
　本手引きでは，これまでのモデル事業での成果や課題を踏まえ，制度の概要，更には介護
助手の受入準備から定着までの流れを取りまとめましたので，貴施設・事業所において，介
護助手を導入する際の参考として御活用ください。
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　（１）背　景

■今後も進む高齢化
　総務省発表の「人口推計（2018.10. １現在）」
によると，徳島県の総人口は736千人。このうち，
65歳以上人口は243千人で，高齢化率（総人口
に占める65歳以上人口の割合）で見ると，徳島
県は，国平均28.1%を大きく上回る33.1%（全国
５位）となっており，今後も上昇すると見込ま
れています。（図１）
　一方，働き手の中核となる「生産年齢人口（15
歳以上64歳以下人口）」は今後，急速に減少す
ると推計されています。

■介護現場の人材不足
　介護労働安定センター （徳島支所）の「平成29
（2017）年度介護労働実態調査」によると，徳島
県内において，「従業員の不足」を感じている
介護事業所は62.1％と高い状況にあります。
　また，厚生労働省の「第７期介護保険事業計
画に基づく介護人材の必要数（2018. ５現在）」に
よると，団塊の世代が75歳以上となる2025年に
は徳島県内で介護人材が1,409人不足（全国では
約33万６千人不足）する見込みとなっています。

■シニアの就労希望
　平成26年度に内閣府が行った「高齢者の日常
生活に関する意識調査」では，60歳以上の方の
就労希望割合は７割以上となっています。

■徳島県版「介護助手」制度の創設
　徳島県では，こうした状況を総合的に勘案し，
これまで，介護現場への参入促進が十分ではな
かった「アクティブ・シニア（元気な高齢者）」
に焦点を当て，介護現場において，仕事の切り
分けを進め，働く意欲のあるシニアの皆様に
「介護助手」として，「介護周辺業務」を担って
いただく仕組み，「徳島県版『介護助手』制度」
を創設し，2017年度から「モデル事業」を展開
しています。

徳島県版「介護助手」制度

図１　年齢区分別人口の推移と将来推計（徳島県）
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　（２）制度概要

■徳島県版「介護助手」とは？
　「徳島県版『介護助手』」とは，「無資格」，「未
経験」，「短時間」でも働ける介護現場での「新
しい働き方」です。
　これまで，広範囲かつ雑多な用務を担ってき
た現役介護職員の業務を切り分け，「介護助手」
が，掃除やベッドメイク，利用者の話相手など
「介護周辺業務」を担うことで，介護現場の労
働環境を改善する仕組み（制度）としています。
（図２）
　これにより，介護現場への「シニアを中心と
した多様な人材の参入促進（人材確保）」を図
るとともに，業務シェアを通じ，現役介護職員
の「業務をスリム化」し，専門業務に専念でき
る環境を生み出すことで，「介護サービスの質
の向上」にもつなげます。

■制度のポイント
　この制度のポイントは，介護助手の仕事内容
を比較的，体への負担が少ない「介護周辺業務
に限定」していることにあります。
　これにより，「無資格」「未経験」の方でも参
入しやすく，一度介護業界を離れてしまった経
験者（潜在的介護職員）も復帰しやすい仕組み

としています。
　また，体力やライフスタイルに配慮した「短
時間勤務」や仕事をしながら必要な知識・技術
を習得できるよう一定期間の「OJT研修」を組
み合わせることにより，更に参入効果や入職後
の雇用定着率が高まりやすくなります。
　なお，「介護助手」を導入する際には，介護
助手が担う業務が安易に拡大しないよう，事業
所・施設内研修などにより，あらかじめ職員間
で，介護職員，介護助手それぞれの役割を共通
認識することが重要です。

　　　「介護助手」導入を検討しています。�
　　　介護助手はシニアでないといけませんか？
�
Ａ�　介護助手に年齢要件等はありません。県のモ
デル事業に御協力いただいた施設の中には，独
自に「子育て中の方」や「障がい者」を雇用さ
れた事例があります。新しい働き方が浸透する
ことで，多様な人材が介護現場に参入されるこ
とを期待しています。

※�県のモデル事業（2017，2018年度）では，シニア
の介護現場への参入や生きがいづくりを目的として
いるため，シニアに限った募集となっています。

図２　徳島県版「介護助手」
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　徳島県が実施したモデル事業では，これまで，
県内29の介護保険施設（特別養護老人ホーム，
介護老人保健施設）において，計94名のアクティ
ブ・シニア（元気な高齢者）の皆さんが「介護
助手」として，３か月間試行的に雇用されました。

■事業目的
介護人材の確保

○シニアが介護の新たな担い手に！
○業務シェアによる負担軽減（離職防止）
○業務分化による介護職の高度化・専門化

シニアの生きがいづくり

○住み慣れた地域で，自分に合った新たな就労
○生きがいや健康づくり
○働きながら介護を学べる（介護予防にも）
○就労による地域貢献や賃金の獲得

■介護助手の設定
業務内容

介護周辺業務
　・�部屋の掃除，食事の片付け，シーツ交換，話相手な

ど体への負担の少ない業務
　・�食事介助や入浴介助などの専門的な知識を要する業

務には，原則従事させない

参加対象

概ね60歳以上のシニア（50代も参加可）�

モデル期間（ ｢介護助手｣ の試行的雇用期間）

３か月間
　・期間中，OJT研修を行い必要な知識・技術を習得
　・期間後，施設と介護助手の話合いで，継続雇用可能

時給（モデル期間中）

850 円／時間
　・�期間後（継続雇用時）は，各施設の賃金体系に基づ

き支給

勤務時間（モデル期間中）

短時間勤務
　・例：週 16 時間（１日４時間×週４日など）

※具体的な業務内容や勤務時間帯などは，各施設が設定
※雇用主は各モデル施設（県はOJT研修費等を一部助成）

■モデル事業の流れ
　モデル事業は，概ね図３のとおり実施しまし
た。
◆介護助手受入準備
　各モデル施設において，介護助手の受入れに
向け，介護助手が行う「業務や勤務時間の検討・
整理」，「施設職員への周知」を行いました。

　（３）モデル事業の実施状況（アクティブ・シニア生涯活躍促進事業）

図３　モデル事業の流れ（2018年度）
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◆参加者募集
　「無資格」，「未経験」，「短時間勤務」をキーワー
ドに，新聞広告，県や市町村広報誌掲載，各モ
デル施設によるチラシ配布，ハローワークへの
求人，ホームページ掲載等，幅広い方法により，
モデル事業への参加を呼びかけました。（図４）

◆事前説明会
　採用（モデル事業参加）に際して各モデル施

設で開催したシニア向けの事前説明会では，モ
デル事業の概要や介護助手に関する説明だけで
はなく，介護現場を身近に感じてもらえるよう，
施設の紹介や施設見学会を行いました。（図５）

◆採用面接
　事前説明会で条件が合った場合，各モデル施
設においてモデル事業参加の申込みを受け付け，
採用面接を実施しました。（図６）

図４　募集チラシ（2018年度） 図５　シニア向け事前説明会の状況（2018年度）

図６　採用状況（2017，2018年度）

2017年度
（H29年度）

2018年度
（H30年度） 計

採用予定枠 � 30名 � 50名 � 80名 モデル事業採用予定枠

事前説明会参加者数 153名 194名 347名

採用面接申込者数 � 62名 116名 178名

採用者数（試行的雇用者数） � 38名 � 56名 � 94名 モデル事業参加者数
（3ヶ月間OJT研修）

「各施設での試行的雇用者数（２年間）：94名」の状況
【性　　別】男性：24名女性：70名
【平均年齢】平均年齢67歳（最高年齢80歳）
【経　　験】３割以上が介護・看護業務経験者又は有資格者
　　　　　・経験者（介護福祉士、旧ホームヘルパー（１級、２級）、看護師、准看護師等）
　　　　　・その他（銀行業、飲食業、理容業、教員、調理員、土建業等）
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◆試行的雇用（OJT研修）
　採用面接後，各モデル施設において，介護助
手を試行的に雇用（有期雇用）し，３か月間の
研修を行いました。
　研修は，勤務初日に介護の基礎的な内容を学
ぶ「従事前研修」を，その後「OJT研修」を実
施し，仕事をしながら，必要な知識・技術を習
得していただきました。（図７）

　研修初期は，施設職員側，介護助手側ともに
戸惑いが見られましたが，終盤（３か月目）に
なると，施設職員からは，「介護助手が十分な
戦力となり，業務負担の軽減や介護サービスの
向上につながっている」という意見が多くなり
ました。また，介護助手からも，「就労に喜び
を感じる」，「介護助手を続けたい」という意見
が多くなりました。（図８）

図７ 従事前研修・OJT研修

図８　事業に対する感想

モデル
期　間 初期（1か月後） 終盤（3か月目）

施
設
職
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・�介護経験がない人と仕事をすることで，他職種
の客観的な意見を聞くことができた。

・�朝の食事介助時にバタバタすることなく，ゆっ
くりと介助できるようになった。

・�業務の範囲がよく分からないので，どこまでし
てもらって良いのか，戸惑うことがある。

・�仕事が慣れるまでは混乱もあったが，３か月で
習熟し，今では，戦力としてなくてはならない
存在となっている。
・�見守りと専門外の業務を担ってくれるので，（自
分が）専門的業務に安心して取り組めた。
・�入居者様への声かけや対応が丁寧。介護助手の
方を見て初心に戻って，業務に取り組めた。

介
護
助
手

・リズム的に生活でき，生活にメリハリが出た。
・�最初は不安でいっばいだったが，職員の皆さん
が優しく安心した。

・�入居者の名前や部屋割り，個性など，なかなか
覚えられず，四苦八苦している。

・�年齢を感じていたが，介護助手としてお仕事が
でき，とても嬉しく喜びを感じる。
・�体の続く限りは頑張りたい。もっと介護のこと
に関わっていきたいと思う。
・�３か月で仕事の流れをつかむことができた。こ
のまま続けていきたい。
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■成　果
<介護人材の確保>
　2017，2018年度の２年間で，各施設において，
介護助手94名が試行的に雇用（有期）され，う
ち67名（71%）が，県のモデル事業終了後も継
続雇用されました。（図９）
　施設職員からも「非常に助かっている」「ど
ちらかというと助かっている」という声が多い
結果になりました。
　また，本事業開始後，マスコミ報道や口コミ
で評判が伝わり，「介護助手になりたい」とい
うシニアの声があったため，県のモデル事業と
は別に施設が独自で介護助手を雇用したケース
が少なくとも15名あったほか，本事業の広報効
果により，介護助手への応募者の中から，フル
タイムで働ける正規職員を獲得できたケースも
ありました。
　さらに，介護・看護の業務経験者をはじめ，
有資格者が，３割以上参加しており，潜在的介
護人材の掘り起こしにも寄与する結果となりま
した。

<シニアの生きがいづくり>
　介護助手として，モデル事業に参加して「良
かった」「どちらかといえば良かった」という
声が多い（97％）結果になりました。

■課　題
　事前説明会には，２年間で347名もの参加が
あり，介護現場での就労に関心があるシニアが
多いことが分かりました。
　しかしながら，採用面接に進んだ方は178名と
半減しています。これは，シニア側は「週２〜
３日」，「午前中」の勤務を希望する方が多かっ
た一方，施設側は，できれば「週５日」で，「午
前中だけではなく，子育て世代の退社などで手
薄になる「夕方」も働いてほしいという「勤務
時間のミスマッチ」などが原因と考えられます。
　また，せっかく介護助手になることを希望し
ても，現時点では受入できる施設が十分ではな
いため，参加できなかった方が多い結果となっ
ています。
　このほか，施設職員から「介護助手受入時に
業務の切り分けをするのが負担」，「業務の範囲
があいまいで，どこまで業務を頼んでいいか分
からない」といった「業務の明確化」や，介護
助手から「現役介護職員が忙しそうにしている
とき，分からないことを聞きにくい」といった
「連携・指導体制」に課題が見られました。
　「介護助手」制度の普及・定着に向けては，
こうした課題を解決していく必要があります。

図９　成　果

2017年度 2018年度 備考（2018年度状況）

介護助手「雇用者数」
（施設での試行的雇用数）

38名 56名

○男女比　男性16名，女性40名
○年　齢　平均年齢67歳（最高齢80歳）
○介護看護の資格・業務経験等
　資格あり�42%　業務経験あり�33%
○資格種類　
　ヘルパー（１〜３級），初任者研修，介護福祉士，
　准看護師，ケアマネ　等

継続雇用者数
（継続雇用率）

28名
（74%）�

39名
（70%）

○継続雇用とならなかった理由
　・体調不良（腰痛，膝痛）
　・家庭の事情（家族の介護）
　・仕事がハード（思ったより忙しい）
　・その他（仕事が合わなかった，私生活が忙しい）
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　（１）人材確保に対する考え方

■人材のすそ野拡大の必要性
　介護分野の有効求人倍率は，全産業の有効求
人倍率と比べ，高い水準となっています。特に，
雇用状況の改善や生産年齢人口の減少等を受け
て，2011年以降，全産業・介護分野ともに有効
求人倍率は一貫して増加基調にあります。（図10）
　その結果，介護分野における人材確保は，こ
れまで以上に厳しい状況にあります。今後，高
齢化の進行による介護サービス需要の増大，生
産年齢人口の減少が見込まれていることから，
更に厳しさを増すことが予想されます。
　こうしたことから，シニアや障がい者，主婦
（夫）等，人材のすそ野拡大を進め，多様な人
材の参入促進を図る必要性が高まっています。
（図11）

■シニア人材の採用のメリット
　既に多くの介護事業所において，シニアが介
護職員として働き，戦力として活躍しています。
　県のモデル事業では，介護助手として採用さ
れたシニアに対し，「人生経験を通じて高いコ
ミュニケーション能力を持っている」，「非常に
熱心に働かれる」といった意見が多く聞かれま
した。また，「家事経験や介護経験（業務経験
や家族介護等）がある場合など，雇用前から家
事援助や介護の基礎知識を有しているケースが

多い」との意見も聞かれました。
　加えて，シニア人材を採用する体制を整える
ことで，単に人材確保ができたというだけでは
なく，多くの施設でサービス向上や勤務環境の
改善にもつながっています。
　例えば，シニア介護助手を採用したことで，
「雑多な周辺業務が減少したため，利用者の外
出機会を増加させることができた」，「利用者と
文化的背景や生活歴が近い介護助手がいること
で，利用者ニーズに近いサービス提供につなげ
ることができた」といった意見が聞かれました。
　その他，「職員が退職した後でも，継続的に
安心して働くことができる環境づくりにつな
がった」，「作業手順の見直しができ，業務の標
準化につながった」などの意見も聞かれました。
　さらに，シニア人材の採用に重点を置くこと
で，一度介護現場を離れてしまった方の介護現
場への復職促進も期待されます。実際，県のモ
デル事業では，多くの介護・看護の業務経験者
をはじめ，有資格者がシニア介護助手として採
用されたほか，中には，介護職員へステップアッ
プする事例も見受けられました。
　一方，無資格，未経験のシニアについても，介
護周辺業務などのサポート業務に限定すること
で，「比較的早い段階（１〜３か月程度）で戦力と
して活躍している」との声が多く聞かれました。

「介護助手」を受け入れる前に　〜モデル事業の事例から〜

図11　2025年に向けた介護人材の構造転換（イメージ）

※社会保障審議会福祉人材確保専門委員会資料(H27.2.25)

図10　有効求人倍率の推移（全国）
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　介護助手制度を導入し，介護助手を受け入れ
るに当たり，介護助手が担うべき業務（業務内
容・業務量）を整理し，職場内でその内容を共
有する必要があります。
　県のモデル事業では，各施設において，概ね
次のような流れで介護助手の受入準備を行いま
した。

■介護助手の受入準備の流れ
①仕事の切り分け（業務の検討・整理）
②業務マニュアルの作成
③職場内での周知

■事　例
①�仕事の切り分け（業務の検討・整理）（図12，
図13）
　検討・整理の手法として，全ての施設で現場
職員への聞き取りや話合い等が行われました。
　また，業務内容の設定の視点としては，各施
設で「任せたい業務」を抽出し，その後，業務
リスクや負担感などを踏まえ，「実際に任せら
れる業務」を整理しました。
　勤務時間については，多くの施設で，食事介
助や入浴介助など職員が手薄な時間帯（8：00〜
12：00，9：00〜13：00，14：00〜18：00など）
に合わせて設定しました。

②業務マニュアルの作成（図14）
　介護助手に業務内容や手順を十分理解しても
らうため，各施設において，①の内容を整理し
た「業務マニュアル」を作成しました。施設に
よっては，業務内容の理解を進めるため，既存
マニュアルを活用したケースや，新たに詳細な
マニュアルを作成したケースがありました。

③職場内での周知
　介護助手の雇用開始前に，各施設において職
員間で共通認識を図るため，「介護助手導入の
趣旨」や「介護助手が担う業務」等について，
職員会議や申し送り，資料配付等による周知を
行いました。
　交替制職場の特殊性から，一度に全職員への
周知が難しいため，多くの施設において，複数
回職員会議で周知したり，ユニットリーダーを
通じた申し送り，回覧板など紙ベースでの周知
を行いました。（求人募集や事前説明会，雇用
前など，何度も，職員へ周知した施設では，職
員が介護助手をよく理解し，制度導入がスムー
ズだったようです。）
　周知の際には，「介護助手は，専ら介護周辺
業務に従事し，食事介助や入浴介助などの専門
的な知識を要する業務には原則として従事しな
いこと」，「介護助手が担う業務が安易に拡大し，
離職につながらないよう計画的な業務分担に配
慮すること」に留意する必要があります。

　（２）介護助手の受入準備（仕事の切り分け〜職場内での周知まで）

図12 仕事の「切り分け方」の例
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図13 業務の切り分け事例（徳島県社会福祉協議会作成）

図14 マニュアルの作成事例（モデル事業協力施設で用いられたマニュアル（一部加工））
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　（１）採用に当たって

■対象の設定
　人材確保が厳しい中，職員採用の際に，対象
を特定人材に限定してしまうと，間口を狭めて
しまうため，対象をある程度拡大して，選考段
階で見極める視点を持つことが重要です。
　一方，介護助手のように，どのような方でも
業務を担うことができる場合には，対象となる
人材（シニア，障がい者，主婦（夫）など）を
明確にして，それぞれの特徴を捉えたアピール
を行うことで，応募者を集める手法も有効です。
　県のモデル事業では，対象としたシニアの意
向に配慮したアプローチをすることで，多くの
応募者を集めることができました。

■シニアへのアピールポイント
　県のモデル事業では，年齢層を概ね60歳以上
（50代も可）と設定した上で，シニアの介護現
場への参入促進やシニアの体力・ライフスタイ
ルを考慮し，「無資格」，「未経験」，「短時間勤務」
を重点アピールポイントとして募集を行いまし
た。
　また，これら以外にも「体への負担が少ない
こと」，「賃金が得られること」，「モデル事業（ま
ずは期間限定）であること」，「社会貢献性があ
ること」，「生きがいや健康づくりにつながるこ
と」，「介護を学べ，介護予防にもつながること」
などもアピールしています。
　シニア向けアンケート結果（図15）では，事
前説明会への参加理由が，「短時間勤務だった
（41.4%）」と回答した割合が最も高く，次いで「無
資格・未経験でも良かった（39.7%）」，「介護助
手が気になった（27.6%）」等となっており，ア
ピールポイントが適切であったと考えられます。
　また，希望する働き方は，１週間当たり３〜
５日，１日当たり３〜５時間程度の割合が高い
結果となりました。一方，施設職員からは，「仕
事にムラが生じないよう週５で働いてほしい」
という声も少なからずありました。このような
場合，複数名を採用し，介護助手が毎日いる体

制にした事例もあります。

■ミスマッチの防止
　応募者に対して，説明会や面談等を行うこと
になります。アピールポイントや勤務条件を
しっかり説明することはもちろんですが，入職
後のミスマッチを防ぐために，法人理念の紹介
や施設見学を交えることにより，応募者に仕事
へのイメージづくりを行ってもらうことが重要
です。
　特に，介護助手は，まだ新しい働き方であり，
現場見学を通じて，「自分でもできそうだ」，「や
りがいがありそうだ」というイメージを持って
もらうことが適当です。その際，シニアの中に
はしばらく仕事をせずに家でいたという方の割
合も高いことを踏まえ，徐々に仕事を覚えても
らうというスタンスを持ち，ポイントを絞って
分かりやすく説明することが適当です。

「介護助手」を受け入れよう　〜モデル事業の事例から〜

　　　�介護助手の応募者に，介護業務経験や資格
がある方がいます。周辺業務だけではなく，
専門的な身体介護をしてもらおうと考えて
いますが，問題がありますか？

�
Ａ�　制度趣旨を踏まえ，介護助手の業務は，「専ら
介護周辺業務」とすることが適当です。県のモ
デル事業では，介護経験などがある場合でも，
介護周辺業務に限定されているから働くことを
希望したという声が多く聞かれました。また，
同じ介護助手でも，人により業務の範囲が違う
と現場が混乱する可能性があるほか，業務の範
囲拡大を安易に行うと，介護助手が負担を感じ
離職してしまう可能性もあります。
　�　ただし，介護職員へのステップアップを目指
される方については，本人の同意を得た上，事
業者の指導・管理の下，比較的習得しやすく，
安全性を確保しやすい業務（身体介護）に部分
的に従事していただくことは，問題がないと思
われます。
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図15 シニア向けアンケート結果

3-5日の希望割合が高い 3-5ｈの希望割合が高い 9-15時の希望割合が高い
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■従時前研修
　勤務初日に４時間程度の従事前研修を行いま
した。（図16）
　人生経験豊富なシニアは，接遇などがすでに
身についている方も多い反面，未経験・無資格

の方には専門用語から説明を行う必要があり，
研修時間が延びた施設もあったようです。理解
が深まるまで繰り返し指導を行うことや，疑問
点・問題点が見つかる都度に対応を行っていく
ことが大切です。（図17）

　（２）雇用定着に向けて

図16　2018年度従事前研修　研修内容

図17　従事前研修に対する感想 

Ａ
施
設

・理念，運営方針　　　　　　　　　　　　　・介護老人保健施設とは
・施設概要・職種，職員の役割について　　　・守秘義務について
・業務内容とマニュアルの確認　　　　　　　・認知症の理解とコミュニケーションについて
・感染予防と手洗いについて　　　　　　　　・設備の確認と物品の確認

Ｂ
施
設

オリエンテーション
研修①「高齢者や家族の心理・コミュニケーション技術」
研修②「認知症について」
研修③「個人情報の保護」
研修④「施設における安全対策・感染症対策」
OJT研修の説明（業務内容・業務日誌作成・面接・アンケート実施等）
介護現場の理解（施設見学・体験）

Ｃ
施
設

講義１
・法人，施設の説明と理念と心構え（個人情報の保護と守秘義務）
講義２
・認知症への理解，要介護者の尊厳の保持，入所者・家族への接し方
講義３
・感染症予防と腰痛予防について
・業務内容，業務手順について（現場見学，業務説明）

介護助手 施　　設

・�身体介護や食事介助を，勝手な判断でしてはいけな
い事をはじめに聞いておいてよかった。
・�施設での決まり事など，説明を受けていたので確認
が出来た。
・�「尊厳」という言葉が一番心に残っている。
・�感染症や手洗い方法などは日常生活にも役に立っ
た。
・�認知症の症状のことなど，教えても
らえて良かった。
・�部屋の掃除に入る時は，挨拶（声掛け）
することが大事と教えてもらえた。

・�専門用語の説明から始まり，時間がかかったが，熱
心に聞いてくれた。
・�介護現場を理解する時間を設け，施設見学及び業務
体験を取り入れることで，スムーズに業務に入れた。
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■OJT研修
　OJT研修中に見つかった「課題」に対しては，
各施設において独自の「解決に向けた工夫」を
行いました。（図18）
　介護助手からは，雇用開始から１か月頃には
「こんな私でも本当に役に立っているのか」,�ま
た，２か月経過頃には「継続雇用してもらえる
のか」,「継続雇用された時の処遇（仕事内容）
はどうなるのか」という不安を多く聞くことが
ありました。この時期に介護助手との面接を行
い，その不安を取り除くのが効果的といえます。
介護助手が担っている業務の意義を認識しても
らう言葉掛けや，施設が継続雇用の意向を早い

時期に伝える事が介護助手の意欲を高めること
につながっていました。
　次いで，「相談したい事があっても忙しそう
な職員には声を掛けにくい」，「職員によって指
導方法が違うので迷う」といった声も多くあり
ました。メンターや研修担当者などを配置し「相
談しやすい体制づくり」を整えることや，介護
助手が孤立化しない配慮も大切です。
　上記以外には，「４時間立ちっぱなしはしん
どい」，「職員が忙しくしている中，お茶も飲み
にくい」といった短時間勤務ならではの感想も
多くありました。シニアの体力面を考慮するこ
とも大切といえます。

図18　「課題」と「解決」に向けた工夫 

課　　題 工　　夫

勤務日数・時間

・�介護助手がいる日いない日が
あると１日の業務量にムラが
生じる
・�短時間勤務のため「休憩がな
く，思ったより仕事がハード」
という意見がある

・�複数名雇用し，毎日同じ時間に必ず「介護助手」が
いるシフトを組んだ
・�短時間（５〜15分程度）の休憩時間やミーティング
タイム（疑問点解消の時間）を設けた

業務内容・業務の
切り分け

・�経験のある介護助手から，簡
単な身体介護を手伝いたいと
いう意見がある
・�利用者から，職員と介護助手
の見分けがつかず，身体介護
の仕事を頼まれる
・�交替制勤務のため，介護助手
の業務の範囲を施設内で浸透
するのが難しい

・�モデル事業終了後，介護職員（パート）としてステッ
プアップ雇用し，食事介助や移動介助等，話合いを
しながら，業務を徐々に増やしている
・�介護助手用のユニフォーム（エプロンなど）を揃え
た
・�食事の準備時などには，テーブルにエプロン，コップ，
タオルがいくつ必要か分かるように食堂配置図を作
成した
・�職員会議や申し送り，紙配布等で介護助手制度の周
知に努めた

他職員とのコミュ
ニケーション

・�短時間勤務のため，職場内で
のコミュニケーション時間の
確保が難しい
・�職員が忙しく，介護助手から
「疑問点を聞きにくい」という
意見がある

・�複数の介護助手に同日同時間帯に勤務してもらった
（ペアでの業務も有効）
・�勤務時間が合えば，ユニット会議や引継にも参加し
てもらっている
・�「大丈夫ですよ」「ありがとうございます」との声か
けを多く行った

そ　の　他

・�高齢であるため，体調や業務
量に配慮が必要
・�人により，業務内容に向き不
向きがある

・�仕事をしていなかった人については，初期段階の業
務量を配慮した
・�徐々に負荷をかけたので，無理なく継続雇用に結び
ついた
・�最初から業務を決めすぎず，介護助手と話し合いな
がら柔軟に業務を見直した
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■雇用定着の実現へのポイント
　「介護助手がシーツ交換を行うことでレクリ
エーションの回数が増えた」，「施設が綺麗に
なった」等の具体的な効果を挙げている施設が
ありました。職員や介護助手と成果の共有を図
り，施設全体で介護助手制度の理解を深めるこ
とが雇用定着につながるようです。（図19）

＜試行的雇用から本格的雇用へ＞
　「シニアの生きがいづくり」を目的に掲げて
いることもあり，地域貢献など多様な目的を
もったシニアが参加しているのが，この事業の
特徴です。モデル事業で統一されている時給か
ら継続雇用時に変動があることを介護助手に
「言い出しにくい」という意見の施設も多くあ

りましたが「賃金は問題じゃない」と考え，納
得の上，継続雇用されたシニアの方も多くいま
す。事前説明会・面接時にきちんと説明を行う
ことと，研修中働く喜びをいかに感じてもらえ
るかが雇用定着につながると思われます。
　本格雇用にあたり，ステップアップしたい方，
現状維持や少しだけなら業務範囲を広げても良
い方など，介護助手の目標は人によって様々で
す。「介護助手」「介護職員」に加え「第三の職
種」を新たにつくり，介護助手より少し業務範
囲を広げた形で継続雇用を行った施設や，個人
の資質に合った業務がある系列施設に異動した
ケースもありました。また，希望される介護助
手にはステップアップの具体的な方法を伝えた
施設もあったようです。

図19　 介護職員向けアンケート（介護助手導入による変化）
2018年度アンケート結果より

69.9% 24.9% 2.1% 8.3% 78.2% 18.1% 1.6%

54.4% 42.0% 2.1% 12.6% 67.0% 28.7% 2.1%

40.4% 55.4% 2.1% 12.3% 52.7% 44.1% 2.1%

36.8% 53.4% 7.8% 13.7% 50.5% 44.1% 2.7%

24.4% 66.8% 5.2% 4.9% 29.3% 65.4% 3.2%

9.8% 76.2% 9.3% 7.8% 17.6% 69.7% 9.6%

はい 変わらない いいえ

業務量の減少につながった

ワーク・ライフ・バランスの向上に
繋がった

精神的な負担減少につながった

利用者と向き合う時間が増えた

専門的業務（本来業務）に専念できた

「はい」の
改善

安全面の向上につながった
（ヒヤリハットや事故等の低減）

質問項目 はい 変わらない いいえ

1回目（H30.9.26-10.19） 2回目（H30.11.15-11.30）
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図20　【参考】国による事業化（2019年度〜）

2019年度から全国展開！
　・アクティブ・シニアの参入促進
　・介護業務の機能分化

　＜ま と め＞
　今後，「徳島県版『介護助手』」を定着させていくためには，介護助手の業務を安易に拡大せず，
「介護助手＝介護周辺業務」というイメージが継続されるよう，関係者全体で取り組むことが重要
だと思われます。
　ある施設からは，現役職員が将来「退職」ではなく介護助手として働けるという道しるべを示せ
たことを評価する意見もありました。今後も高齢化が進む中，介護助手としての働き方が一般的と
なり，多くのシニアが活躍されること，更には，現役介護職員が専門業務に専念し，やりがいを
持って業務を行うための一助として，この手引きが活用されることを願っています。
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参　考

　（１）これまでのモデル事業参加施設一覧（2017，2018年度）

■特別養護老人ホーム（特養）
No 施 設 名 住　　所 電話番号

1 かもな園 徳島市名東町２丁目454 088-633-6565

2 健祥会モルダウ 徳島市応神町古川字北36番地 088-683-3600

3 喜楽苑 勝浦郡勝浦町棚野字竹国13番地の１ 0885-42-3700

4 鳴優荘 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山118−257 088-687-1007

5 阿波老人ホーム仙寿園 徳島市住吉４丁目12番10号 088-626-1080

6 笑顔 徳島市国府町東高輪字天満353番地13 088-624-7177

7 ヒルズ 徳島市八万町大野７番地16 088-669-3339（ピア）

8 長生園 三好市三野町勢力768番地１ 0883-77-2153

9 コンフォール貞光 美馬郡つるぎ町貞光字中須賀78 0883-62-3244

10 御所園 阿波市土成町吉田字梨木原１番地１ 088-695-5533

11 蓬莱荘 阿波市阿波町北整理１番地１ 0883-35-6085

12 永楽荘 三好市池田町須津西ノ久保291番地１ 0883-72-2700

13 千歳苑 小松島市小松島町字元根井54番地１ 0885-33-2040

14 阿南荘 阿南市宝田町今市金剛寺43番地 0884-22-5656

15 緑風荘 海部郡牟岐町大字中村字山田30番地 0884-72-3155

16 ふるさと那賀 那賀郡那賀町中山字とふめん18番地７ 0884-62-0082

■介護老人保健施設（老健）�
No 施 設 名 住　　所 電話番号

1 すだちの園 徳島市丈六町行正25番地 088-645-2200

2 エルダリーガーデン 徳島市南庄町４丁目60番地２ 088-632-3393

3 清寿園 徳島市上八万町中山83番地の１ 088-668-1080

4 敬愛の家 板野郡北島町中村字八丁野22番地の１ 088-698-7778

5 ユート 徳島市八万町大野５−１ 088-669-4411

6 リハビリセンターグリーン丈六 徳島市丈六町山根51番地 088-645-2112

7 国府リハビリテーションフェニックス 徳島市国府町井戸字左ヶ池39−１ 088-642-3633

8 喜久寿苑 名西郡石井町高原字桑島561−１ 088-674-7755

9 健祥会ヘルス 美馬市穴吹町三島字舞中島2021番地 0883-53-1111

10 ふれあい 三好市三野町加茂野宮1509−１ 0883-76-2080

11 阿南名月苑 阿南市上中町南島325番地１ 0884-22-2210

12 ゆうゆう荘 小松島市中田町字狭間48番地 0885-33-1828

13 悠心館 阿南市新野町信里６−１ 0884-36-3637
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